
厚生連診療所だより

禁煙外来のご案内

そんなお悩みの方々禁煙外来を受診してみませんか?
〔禁煙外来とは〕

タバコをやめたい人向けに設けられた、医療機関の専門外来です。
12週間にわたり合計5回の診察が行われ、禁煙指導や医療用禁煙補助薬
を使いながら計画的に禁煙をしていきます。

※禁煙外来の保険適応条件など、詳しい内容については厚生連診療所までお問い合わせください

無理なく

計画的に

お財布の
ご負担を
最小限に

禁煙補助薬で禁断症状を
おさえられるので
無理なく禁煙できます

条件をみたせば健康保険を
使うことができます

定期的な診察により
計画的に禁煙をサポートします

6月

「禁煙したいけどやめられない」
「自力では難しい」
「過去に禁煙に失敗した事がある」

＜お問い合わせ＞

熊本県厚生連診療所
096-328-1055
内腺 (2800)JA熊本厚生連は、職場の健康・家庭の健康・社会の健康を目指します 

診察日・診療時間の詳しい問い合わせ内容は くまもとこうせいれん をクリック︕

禁煙を考えている方、禁煙をしたい方

厚生連診療所にご相談ください


